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平成30年度保険料に関する論点 

１．平均保険料率 

２．都道府県単位保険料率を考える上での激変緩和措置 

３．保険料率の変更時期 

協会けんぽの近年の財政状況や今後の５年収支見通し、医療保険制度全体の動向なども踏まえて、今後の協会けんぽ
の財政状況についてどのように考えるか。 
 

平成29年度保険料率に係る運営委員会の議論（別紙参照）においては、保険料率の設定に際して、協会けんぽの財
政状況を短期で考えるか長期で考えるかは選択の問題であるとされたが、医療保険のセーフティネットとして協会けんぽに求
められている役割等も踏まえ、今後の財政状況をどの程度のスパンで考えていくか。 

 
５年収支見通し等を踏まえ平成30年度及びそれ以降の保険料率のあるべき水準についてどのように考えるか。 
 

30年度の平均保険料率についてどのように考えるか 

都道府県単位保険料率を考える上で、29年度の激変緩和措置についてどのように考えるか 

保険料率の変更時期は、30年4月納付分からでよいか 

平成32年3月31日までとされている激変緩和措置の期限を踏まえ、29年度の激変緩和率についてどのように考えるか。 

※ 29年度の激変緩和率は5.8／10。当該期限までに均等に引き上げていく場合の毎年の激変緩和率は、 
  1.4／10ずつの引上げ。 
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平成29年9月14日の運営委員会における意見 
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